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能登半島地震を踏まえた地震を踏まえた 
被災者支援の強化に向けた地震防災対策検討会 

～災害関連死ゼロを目指して～ 
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【避難場所ごとの状況把握】
・避難所
・在宅避難等
・社会福祉施設
・福祉避難所

・医療機関　　　　等

◆情報収集手段・体制の確保

【健康状態の把握】

◆アセスメントシート等の活用

検討にあたっての整理フロー《再掲》

【保健・医療・福祉】
・避難所
・在宅避難等
・社会福祉施設
・福祉避難所

・医療機関
・広域避難先　　　等

◆保健医療福祉活動チームの強化
◆ライフライン途絶時の対策

【関係機関】
・災害対策本部
・保健医療福祉調整本部
・市町災害対策本部
・支援団体
（NPO・災害ボランティア）等

◆情報共有手段・体制の確保

      被災者の状況把握    関係機関との情報共有
避難場所ごと・
人ごとへの支援

災害廃棄物、住まいの確保

災害対策本部の機能強化、民間連携、人材育成

物資の調達・輸配送、道路啓開

要配慮者等をはじめ被災者の継続的な状況把握・共有・被災者支援体制の構築
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災害関連死ゼロ

要配慮者等をはじめとした被災者支援対策

防災対策（被災者支援策）全般

道路啓開
孤立集落対策
物資の輸配送

災害廃棄物　等

継続的な健康状態の把握・共有・支援
保健医療福祉サービスの提供
施設・病院機能の強化　等

取
組
・
対
策

場
所

社会福祉
施設

医療機関 福祉避難所

保健医療福祉活
動チーム

保健医療福祉
調整本部 県災害対策本部

協定締結先・
民間企業

ＮＰＯ・
ボランティア

避難所
在宅

車中

応援職員

県民総ぐるみ運動の推進

支
援
団
体

被災者支援専門チーム

本
部
機
能

産官学で目指す姿の共通認識を持ち、各主
体が関連死について正しく認識しつつ、そ
れぞれが対策に取り組む

関連死ゼロに向けた取組の全体イメージ

市町災害対策本部

自助・共助・公助一体となった取組

情報共有・連携

連
携

連
携

場所ごと・人ごとの（健康状態を含めた）状況把握・支援 普段から災害に備えるための行動
・住宅耐震化、家具の転倒防止
・備蓄促進 等

災害から命を守るための行動
・避難行動の促進
・自主防災組織の避難の呼びかけ 
 体制強化 

各本部及び支援団体相互の
  情報共有・連携体制の構築

人材育成（防災教育） 等

自
助

公
助

共
助

目指す姿の共有
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検討テーマ・目指す姿（１／２）

テーマ 目指す姿

1 避難場所ごとの状況把握等
●生活拠点の異なる被災者の状況を漏れなく・迅速に把握し、フェーズを跨
いだ状況整理・集約がされ、被災者が必要な支援を受けられる状態

2 関係機関との情報共有・連携
●各組織が把握した被災者の情報を組織・部局を跨いで共有できており、被
災者が適切な支援を受けられる状態

3 避難所への支援 
●大規模災害発生時の避難所において、スフィア基準を踏まえた運営が行わ
れるとともに、要配慮者等をはじめ被災者が適切な支援を受けられる状態

4 在宅避難者等への支援 
●大規模災害がいつ発生した場合でも、避難生活の場所にかかわらず、状況
に応じて、要配慮者等をはじめ被災者が適切な支援を受けられる状態

5 社会福祉施設等・医療機関への支援 

６ 保健医療福祉活動チームの強化 
●本部が機能を発揮し、県内外の保健医療福祉活動チーム（専門職チーム）
の支援を得ながら、要配慮者等をはじめ被災者が適切な支援を受けられる状
態

7
ライフライン途絶時の対策 
（保健・医療・福祉）

●場所やフェーズを問わず、要配慮者等をはじめ被災者が迅速かつ継続的に
必要な支援を受けられる状態

8 広域避難先の確保・支援
●平時から広域避難先及びフロー等が明確にされており、被災者が健康状態
等に応じて、適切な避難先に避難できる状態

9 物資の調達・輸配送 ●被災者が必要な物資等を必要なタイミングで受け取ることができる状態

10 道路啓開
●大規模災害時に円滑な応急工事等の実施とともに、速やかな復旧・復興が
行われ、被災者が迅速な救援・救出を受けられる状態
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検討テーマ・目指す姿（２／２）

テーマ 目指す姿

11 災害廃棄物

●平時から市町において災害廃棄物の分別、仮置場への搬入ルールが整理
されており、県民が認識できている状態
●平時から市町において公費解体実施体制の確保ができており、発災後被
災者が速やかに公費解体・撤去を受けられる状態

12 住まいの確保
●全市町において、大規模災害に備え、部局間の横断的な連携により建設
候補地が確保され、速やかに仮設住宅が提供されるとともに、被災者が安
定して居住することができる状態

13 災害対策本部の機能強化 
●関係組織が随時情報を共有し、被災者が必要な支援策を継続的に受けら
れる状態

14 NPO・民間との連携
●各種団体との円滑な連携体制が確保され、被災者が心身の状態に応じて
必要な支援を受けられる状態

15 人材育成
●県・市町全体で持続的に高いレベルで初動応急対応や被災者支援を行う
ことのできる体制が構築され、被災者が適切な支援を受けられる状態

16
西日本豪雨災害等の災害関連死の研
究

●過去の災害事例等から、本県において起こり得る関連死を予見し、県民
が関連死に対して正しく理解し、適切な対応がとることができる状態

17 自助・共助の強化
●県民が、日頃から災害に備え、災害発生後に支援が行き届かない期間も、
健康状態を維持し生活を送ることができている状態
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《記載例》                   

細目
【関係課】

現状の取組等 今後の取組（案）

●●
【◎◎課・□□課】

○ 《記載内容》
・現状の取組状況

短期

《記載内容》
・概ねＲ８年度までに実施する取組
 例）備蓄物資の増強、制度・計画の制定、協定締結 等
   （即効性のある取組）

中長期
《記載内容》
・中長期的な実施に向けて検討する取組
 例）デジタル技術の活用 等

(継続)

《記載内容》
・継続して実施する取組
・継続して実施しつつ、内容を拡充する取組《拡充》
 例）啓発や呼びかけの実施
   研修・訓練の実施 等

特に災害関連死ゼロ
（防ぎ得た死への対策）に

寄与度の高い項目に
「○」
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１．避難場所ごとの状況把握等                 
細目 現状の取組等 今後の取組（案）

避難所
【健康危機管理課・
地域共生社会推進課】

○

・保健師等、広島県災害時公衆衛生
チーム等による訪問
・DWAT派遣に係るチーム員の登録、
研修開催
・J-SPEEDによる集約（在宅避難、車
中泊、自主避難所を含む）

短期
・保健師等の公衆衛生チームが活用する全国共通の避難所等のアセ
スメントシートをマニュアルに追加
・D24H等の活用と、県、市町保健師への研修の実施

中長期
・J-SPEED等の活用拡大の検討
・被災者支援業務デジタル化実証事業（デジタル庁）の結果を参考
にしながら、アナログに頼らない手法を検討

(継続)

・要配慮者について平時から把握することに努め、災害発生時に優
先的な状況把握を実施
・保健師、広島県災害時公衆衛生チームを対象とした研修の実施
・DWATチーム基礎研修・スキルアップ研修の実施

在宅避難
車中泊
自主避難所 等
【健康危機管理課・地域共
生社会推進課】

○

・保健師、広島県災害時公衆衛生チー
ム等による訪問
・被災高齢者等把握事業について市町
に情報提供
・DWAT派遣に係るチーム員の登録、
研修開催

短期 ・災害救助法等の改正を踏まえたDWAT活動マニュアルの改定

中長期
・在宅、車中避難者等の支援に係る研修の実施
・被災者本人が情報発信できるICTの活用検討

(継続)
・要配慮者について平時から把握することに努め、災害発生時に優
先的な状況把握を実施《再掲》
・DWATチーム基礎研修・スキルアップ研修の実施《再掲》

社会福祉施設
【医療介護基盤課・こども
家庭課・障害者支援課】

○
・市町→各主管課→調整本部へ情報提
供される伝達経路の活用
・災害時情報共有システムの活用

(継続)
・被災状況の伝達経路の周知
・災害時情報共有システム活用の周知徹底

福祉避難所
【地域共生社会推進課】

○

・市町・施設向け研修会の実施

・福祉避難所の開設運営訓練の実施

・個別避難計画作成に係る市町支援

(継続)
・福祉避難所の円滑な開設・運営に向けて市町支援を通じた市町の
体制構築を促進（研修・訓練等）

医療機関
【健康危機管理課・医療介
護基盤課】

○
・各保健所→各主管課→調整本部へ情
報提供される伝達経路を活用

・EMISの活用

短期
・関係団体と協力して、無床診療所等の被害情報把握手法の検討
（令和７年度より無床診療所はEMIS登録の対象外）

(継続)
・被災状況の伝達経路の周知

・対象機関に対してEMIS基本情報の入力を依頼するとともに、訓練
を通じて災害時情報の入力促進
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2．関係機関との情報共有                     

細目 現状の取組等 今後の取組（案）

被災者の健康状態
の集約・共有
【健康危機管理課】

○

【保健師等からの情報】

・個別事例の情報は市町災害対策本部
（保健活動担当）へ集約

【医師等からの情報】

・J-SPEEDによる集約・共有

短期 ・D24H等の活用と、県、市町保健師への研修の実施《再掲》

中長期
・J-SPEED等の活用拡大の検討《再掲》
・被災者支援業務デジタル化実証事業（デジタル庁）の結果を参考にし
ながら、アナログに頼らない手法を検討《再掲》

(継続)
・要配慮者について平時から把握することに努め、災害発生時に優先的
な状況把握を実施《再掲》
・多様な団体が収集する情報項目・様式等の統一化及び共有方法の検討

災害対策本部と保
健医療福祉調整本
部間の情報共有
【危機管理課・健康
危機管理課】

・令和４年度から災害対策本部と保健
医療福祉調整本部が連携した運営訓練
を実施

短期

・県災害対策本部事務局と各支部、保健医療調整本部等との連携調整を
担う被災者支援チーム（仮称）の設置
・災対本部事務局と保健医療福祉調整本部と連携強化を図るためのWEB
会議システムの導入（検討）

中長期 ・被災者支援チーム（仮称）の設置・運営訓練の実施

(継続) ・災害対策本部と保健医療福祉調整本部の連携した運営訓練の実施

保健医療福祉調整
本部と保健医療福
祉活動チーム間の
連携
【健康危機管理課】

○

【保健医療福祉調整本部】
・保健医療福祉活動チーム等の外部支
援団体と連携した本部・現地本部運営
訓練を実施
【関係団体連携強化】
・保健医療福祉活動チームとの協定締
結
・広島県保健医療福祉ネットワーク会
議により、平時からの連携窓口を共有

(継続)

【保健医療福祉調整本部】
・関係機関と連携した運営訓練を実施し、保健医療福祉調整本部を中心
とした各専門職チームとの連携の強化

【関係団体連携強化】
・広島県保健医療福祉ネットワーク会議等を通じた関係団体間及び県主
管課との連携の強化

・新たな保健医療福祉活動チームとの協定締結を検討

NPO・災害ボラン
ティアとの情報共
有
【危機管理課・県民
活動課・健康危機管
理課・地域共生社会
推進課】

・避難所日報を集約し現状を把握する
体制
・本部および現地本部において、保健
医療福祉活動チーム等へ必要な情報を
伝達
・ひろしまNPOセンターや社会福祉協
議会と連携した会議体の構築

短期 ・ボランティアや福祉関係者、行政職員の役割と責任の明確化

(継続)

・福祉的支援ボランティアの活用訓練の実施

・市町災対本部へボランティア、民間等の支援団体も参加できる体制整
備など効率的な情報共有のあり方を検討

・各市町と災害時中間支援組織との連携に向け、ひろしまＮＰＯセン
ターとともに必要な支援を検討
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３．避難所への支援（１／４）ＴＫＢ対策                       

細目 現状の取組等 今後の取組（案）

トイレの確保･
管理
【健康危機管理課・
危機管理課】

○

・組立トイレ及び簡易トイレを、災害
被害想定に基づき、備蓄（県、市町）

・仮設トイレについて、民間と協定締
結（県、一部市町）

・国交付金を活用したトイレカー等の
購入（一部市町）

短期

・「災害応急救助物資の備蓄・調達方針」の見直し
 （品目の追加（トイレットペーパー（案））、地震被害想定見直しの反
映）

・民間との協定締結の拡充（洋式トイレなど）

・市町における「災害時のトイレ確保・管理計画」の策定促進

・県におけるトイレカー等の購入（検討）

・避難所のトイレが不足した場合を想定した図上訓練の実施（検討）

・発災時にトイレが不足する避難所等への支援を速やかに実施するための、
関係部局が連携したトイレ対策チームの設置（検討）

(継続)
・国の災害対応車両登録制度（災害時に活動可能なトイレカー等リスト）
の活用

食料･物資管理
（温かく栄養バラ
ンスが取れた食事
の提供など）
【健康危機管理課】

○

・自治体やＮＰＯ等による炊き出し
・民間との協定締結に基づく弁当、レ
トルト食品等の調達（県、一部市町）
・一部市町はキッチンカー協会と協定
締結

短期
・「災害応急救助物資の備蓄・調達方針」の見直し
 （品目の追加（調理器具（案））、地震被害想定見直しの反映）

中長期
・学校給食施設、セントラルキッチン方式を活用した被災者支援（検討）
・県におけるキッチンカー協会等の協定締結（検討）

(継続)
・国の災害対応登録車両制度（災害時に活動可能なキッチンカー等のリス
ト）の活用

寝床の改善
（居住スペースの
確保を含む。）
【健康危機管理課】

○

・段ボールベッド等は、民間との協定
締結（県、一部市町）

・段ボールベッド・間仕切りを一部備
蓄（県、一部市町）

・「避難所開設・運営マニュアル作成
ガイドライン」の見直し
（居住スペース：1.65㎡→3.5㎡）

・要配慮者等が避難する場合のホテ
ル・旅館の活用に係る協定締結（県）

短期
・「災害応急救助物資の備蓄・調達方針」の見直し
 （品目の追加（ベッド、パーティション）、地震被害想定見直しの反
映）

中長期
・市町に対する、居住スペース確保に向けた取組促進の働きかけ

・国に対する、指定避難所確保に対する財政支援の要望

(継続)
・国の災害対応車両登録制度（災害時に活動可能なトレーラーハウスなど
のリスト）の活用

・市町に対する、ホテル・旅館に係る協定の活用の呼びかけ
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３．避難所への支援（２／４）要配慮者への対応                   

細目 現状の取組等 今後の取組（案）

避難者の体調管理、
医療・介護サービ
ス等を受けられる
避難先等への搬送
など
【健康危機管理課】

○

・市町やDMAT等と連携し、保健師等
が、体調管理や、必要な場合は広域的
な避難も含めて搬送を実施

短期
・保健医療福祉調整本部運営訓練による本部マネジメント機能強化
（様々な保健医療福祉活動チームの役割を発揮できるように支援チームの
適切な配置）

(継続)
・県は、市町と連携し、平時から要配慮者の把握に努め、発災時には、市
町や関係団体等と協力して、速やかな状況把握を行うとともに、被災者の
体調悪化時における搬送ができる体制を確保

フレイル予防
【健康危機管理課・
医療介護基盤課】

○

・保健師等による訪問調査
・保健師等への研修（被災者に対する
健康教育）

・JRAT、公衆衛生チーム等の活動に
より生活不活発病予防のための取組を
実施

短期
・保健医療福祉調整本部運営訓練による本部マネジメント機能強化
（様々な保健医療福祉活動チームの役割を発揮できるように支援チームの
適切な配置）《再掲》

(継続)
・公衆衛生チームと連携した、保健師等による避難者の状況把握
・保健師等への研修（被災者に対する健康教育）
・避難者へのフレイル予防の指導

障害者への配慮
【健康危機管理課・
地域共生社会推進
課・障害者支援課】

○

・「福祉避難所等確保･運営ガイドラ
イン」において、一般避難所で要配慮
者を受入れに向けたポイントを記載

・公衆衛生チームによる対応

・DWAT派遣に係るチーム員の登録・
研修開催

・要配慮者等が避難する場合のホテ
ル・旅館の活用に係る協定締結（県）

短期

・「避難所開設・運営マニュアル作成ガイドライン」の見直し
 （障害者受入れ体制の確保や外部支援団体等と連携した運営体制整備の
 必要性について追加） 

・市町に対する研修の実施
（障害者受入れ体制の確保や外部支援団体等と連携した運営体制整備の必
 要性について追加） 

中長期

・「災害応急救助物資の備蓄・調達方針」の見直し
 （品目の追加（オストメイトトイレ、杖、歩行器、車いす等（案））

・民間との協定締結の拡充（検討）
 （品目の追加（オストメイトトイレ、杖、歩行器、車いす等（案））

・市町に対する、障害者に配慮した取組促進の働きかけ

・国に対する、指定避難所確保に対する財政支援の要望《再掲》

(継続)
・DWATチーム基礎研修・スキルアップ研修の実施《再掲》

・市町に対する、ホテル・旅館に係る協定の活用の呼びかけ《再掲》
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３．避難所への支援（３／４）女性･子供への対応                   

細目 現状の取組等 今後の取組（案）

女性･子供への対応
【健康危機管理課】 ○

・「避難所開設・運営マニュアル作成ガイド
ライン」へ女性参加、授乳室の確保、子供に
優しい空間づくりといった具体的な取組を記
載

・「避難所開設・運営マニュアル作成ガイド
ライン」へ男女ニーズの違いに配慮した備蓄
（女性・妊産婦用品、乳幼児用品）の備蓄に
ついて記載

・生理用品や食物アレルギー対応食等の備蓄

短期

・市町に対する研修の実施
 （女性や子供に配慮したスペースの確保、男女ニーズの違いに 
 配慮した備蓄など）

・市町における避難所開設･運営訓練の実施支援

中長期

・「災害応急救助物資の備蓄・調達方針」の見直し
 （品目の追加（防犯ブザー、ホイッスル、哺乳瓶等（案））

・民間との協定締結の拡充（検討）
 （品目の追加（防犯ブザー、ホイッスル、哺乳瓶等（案））
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３．避難所への支援（４／４）環境改善等の対策 ①                    

細目 現状の取組等 今後の取組（案）

感染症対策
【健康危機管理課】

○
・「広島県新型コロナウイルス感染症に
係る避難所運営マニュアル」を作成

(継続)
・市町に対し、トイレの衛生管理や感染症対策を含めた避難所の適切な
環境整備、健康管理対応等について周知

衛生的な環境の維
持（ごみ処理）
【健康危機管理課・
循環型社会課】

○

・「避難所開設・運営マニュアル」へ避
難所運営の役割の一つとしてごみ対策を
記載
・県災害廃棄物処理計画、初動マニュア
ルを策定し、市町や関係団体に周知

短期

・市町に対する研修の実施
 （トイレの衛生管理や感染症対策を含めた避難所の適切なごみ処分）
・市町における避難所開設･運営訓練の実施支援

・避難所ごみの分別等の避難者への周知方法について、被災経験のある
市町からヒアリングを実施、市町へフィードバック

防犯対策
【健康危機管理課】

○

・「避難所開設・運営マニュアル作成ガ
イドライン」へ備蓄例として防犯ブザー
を記載
・「避難所開設・運営マニュアル」へ防
犯のための点検項目や見回り等について
記載

短期

・市町に対する研修の実施
 （防犯対策の必要性）
・「避難所開設・運営マニュアル作成ガイドライン」の見直し
 （警察等と連携した防犯対策等の追加）
・市町における避難所開設･運営訓練の実施支援

中長期
・民間との協定締結の拡充（検討）
 （照明機器など）

衣類･生活用品
【健康危機管理課】

○

・「避難所開設・運営マニュアル作成ガ
イドライン」へスフィア基準に基づく避
難者にへの衣類･生活用品の提供について
記載

・衣類･生活用品の協定締結
（県、一部市町）

短期
・市町に対する研修の実施
 （衣類･生活用品の備蓄）
・市町に対する、民間との協定締結の働きかけ

中長期
・民間との協定締結の拡充（検討）
 （衣類、生活用品など）

入浴
【健康危機管理課・
食品生活衛生課・危
機管理課】

○

・要配慮者等が避難する場合のホテル・
旅館の活用に係る協定締結（県）
・日本水道協会広島県支部に対し、各水
道事業者（市町及び水道企業団）が応援
要請をする体制
・公衆浴場入浴支援マニュアルを策定

短期

・断水エリアの早期把握のため、各水道事業者が重要給水施設に位置付
けている施設への浄水場からの配水フローの確認
・災害時における給水支援スキームに係る関係機関（自衛隊等）との共
有

(継続)
・市町に対する、ホテル・旅館に係る協定の活用の呼びかけ
・公衆浴場入浴支援マニュアルによる避難者への入浴支援
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３．避難所への支援（４／４）環境改善等の対策 ②                    

細目 現状の取組等 今後の取組（案）

暑さ･寒さへの対応
【健康危機管理課】

○

・毛布等の備蓄（県、市町）

・スポットクーラー等の空調機器につい
て民間との協定締結（県、一部市町）

・要配慮者等が避難する場合のホテル・
旅館の活用に係る協定締結（県）

短期
・「災害応急救助物資の備蓄・調達方針」の見直し
 （品目の追加（暖房器具(案)）、地震被害想定見直しの反映）
・民間との協定締結の拡充（暖房器具、スポットクーラーなど）

中長期
・市町に対する、避難所空調施設整備に向けた取組促進の働きかけ
・国に対する、避難所空調施設整備に対する財政支援の要望

(継続) ・市町に対する、ホテル・旅館に係る協定の活用の呼びかけ《再掲》

ペット同行避難
【健康危機管理課・
食品生活衛生課】

・「避難所開設・運営マニュアル」へ専
用スペース設置等、ペットの受入れ環境
整備について記載

・災害時の動物救護に係るマニュアル等
の周知

・市町と連携した同行避難訓練の実施

短期

・市町に対する研修の実施 
 （ペットの受入れ環境整備の必要性）
・市町における避難所開設･運営訓練の実施支援《再掲》
・民間との協定締結の拡充（検討）
 （災害時動物救護）

(継続) ・市町と連携した同行避難訓練の実施

避難所の解消
【健康危機管理課】

○
・「避難所開設・運営マニュアル」へ避
難所の閉鎖（解消）対応について記載

短期
・市町に対する研修の実施
 （避難所の閉鎖（解消）対応）

・市町における避難所開設･運営訓練の実施支援
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４．在宅避難者等への支援 （車中泊・自主避難所を含む）         

                     細目 現状の取組等 今後の取組（案）

配慮が必要な方への対
応（在宅避難者の体調
管理、医療・介護サー
ビス等を受けられる避
難先等への搬送など）
【健康危機管理課】

○

・市町やDMAT等と連携し、保
健師等が、体調管理や、必要な
場合は広域的な避難も含めて搬
送を実施

短期
・保健医療福祉調整本部運営訓練による本部マネジメント機能強化
（様々な保健医療福祉活動チームの役割を発揮できるように支援チームの適切
な配置）《再掲》

(継続)
・県は、市町と連携し、平時から要配慮者の把握に努め、発災時には、市町や
関係団体等と協力して速やかな状況把握を行うとともに、被災者の体調悪化時
における搬送ができる体制を確保《再掲》

配慮が必要な方への対
応（フレイル予防）
【健康危機管理課】

○

・保健師等による訪問調査
・保健師等への研修（被災者に
対する健康教育）

短期
・保健医療福祉調整本部運営訓練による本部マネジメント機能強化
（様々な保健医療福祉活動チームの役割を発揮できるように支援チームの適切
な配置）《再掲》

(継続)
・公衆衛生チームと連携した、保健師等による在宅避難者の状況把握《再掲》
・保健師等への研修（被災者に対する健康教育）《再掲》
・在宅避難者へのフレイル予防の指導《再掲》

避難所から自宅に戻っ
た人への支援（体調
チェック等）
【健康危機管理課・地域
共生社会推進課】

○

・保健師等による訪問によるア
ウトリーチ支援
・被災高齢者等把握事業につい
て市町へ情報提供《再掲》

(継続)

・公衆衛生チームと連携した、保健師等による在宅避難者の状況把握《再掲》
・保健師等への研修（被災者に対する健康教育）《再掲》
・被災高齢者等把握事業を活用し、支援対象者の把握と個別訪問、生活支援等
の助言が行われる市町の体制確立を支援

片付け作業に対する負
担の軽減
【健康危機管理課・地域
共生社会推進課】

○

・保健師等による訪問調査

・市町社会福祉協議会との連携
による、災害ボランティアの協
力を受ける体制

(継続)

・公衆衛生チームと連携した、保健師等による在宅避難者の状況把握《再掲》

・保健師等への研修（被災者に対する健康教育）《再掲》

・災害ボランティアの導入促進による住民の負担軽減の検討

物資の支援
【健康危機管理課】

○
・備蓄方針では、在宅避難者は
公的備蓄の算定対象外

中長期
・「災害応急救助物資の備蓄・調達方針」の見直し
 （避難所外避難者に対する食料や生活必需品等の備蓄（検討））

個人の備蓄促進
【健康危機管理課】

・備蓄方針に個人の備蓄目標の
目安を記載

(継続)
・みんなで減災総ぐるみ運動と連携し、一層の自助による備蓄目標の啓発を実
施

支援拠点の確保・運営
【健康危機管理課】

○
・「避難所開設・運営マニュア
ル作成ガイドライン」に記載な
し

短期
・「避難所開設・運営マニュアル作成ガイドライン」の見直し
 （ニーズに応じた支援拠点の確保や外部支援団体等と連携した運営体制整備
の必要性について追加） 
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細目 現状の取組等 今後の取組（案）

社会福祉施設
【医療介護基盤課】

○

・発災後最低限３日は業務が継続できるよ
うにするとの視点に立って、物資の備蓄に
努めるなど、防災対策の徹底についての事
務連絡を実施
・社会福祉施設の耐震化の補助を実施
・社会福祉施設へのBCP策定支援

(継続)

・引き続き、社会福祉施設の防災対策の充実を呼びかけるととも
に、施設設備整備に係る補助を実施

・運営指導の機会を通じたBCP策定支援及び、BCPに基づく運営
体制強化、備蓄等の促進

福祉避難所
（市町指定の社会福祉
施設等）
【地域共生社会推進課】

○

・「広島県福祉避難所等確保・運営ガイド
ライン」を作成し、市町職員向け、施設職
員向けに説明会を実施
・福祉避難所の開設や運営の手順の確認等
を目的として、福祉避難所開設・運営訓練
を市町と共同実施

(継続)

・引き続き、福祉避難所等ガイドラインについての説明会、及び
市町と共同で福祉避難所開設・運営訓練を実施
・専門アドバイザーを派遣して、開設・運営マニュアルの作成や
手順の整理等の市町の取組を促進

医療機関
【医療介護基盤課・健康
危機管理課】

○

・医療機関に対し、診療継続に必要な施設
の耐震化や非常用自家発電機の整備、燃料
の備蓄等を含めた必要な防災対策を求める
とともに、施設設備整備に係る補助を実施

・医療機関へのBCP策定支援

・DMAT等による医療機関への活動支援

(継続)

・引き続き、医療機関の防災対策（浸水対策等）の充実を呼びか
けるとともに、補助金活用を周知し、施設設備整備に係る補助を
実施

・研修等の機会を通じたBCP策定及び備蓄等の促進

・DMAT等による患者搬送支援等を実施

５．社会福祉施設等・医療機関への支援                   
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                     ６．保健医療福祉活動チームの強化                           

細目 現状の取組等 今後の取組（案）

各チームの活動体制
【健康危機管理課・地
域共生社会推進課】

○
・保健医療福祉活動チーム等の外部支援
団体も参加し、本部・現地本部運営訓練
を実施《再掲》

(継続)
・関係機関と連携した運営訓練を実施し、保健医療福祉調整本部
を中心とした各専門職チームとの連携の強化《再掲》

○

【DMAT】

・チーム員に向けた研修開催

・要綱等の整備

・近隣都道府県等との合同訓練の実施

(継続)
・チーム員の増に向けた取組
・継続的な研修及び訓練

○

【DPAT】

・実効性の向上に向けた研修開催

・近隣都道府県等との合同訓練の実施

(継続) ・継続的な研修及び訓練

○

【DHEAT】

・要綱等の整備

・近隣都道府県等との合同訓練の実施

短期
・DHEAT受援・派遣体制の整備（活動に係る要綱の制定）

・派遣要綱の制定

(継続)
・DHEAT構成員のスキルアップのための継続的な研修や他県との
合同訓練の実施

・DHEAT構成員の増に向けた育成

○

【DWAT】

・派遣に係るチーム員の登録、研修開催

・活動マニュアルの作成

(継続)
・災害救助法等の改正を踏まえた活動マニュアルの改定
・受援等に係る体制、手順等のマニュアル化の検討
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                     ７．ライフライン途絶時の対策（保健・医療・福祉）（１／２）                                  

細目 現状の取組等 今後の取組（案）

避難所
【健康危機管理課・
食品生活衛生課・危
機管理課】

停電対策 ○
・市町による非常用発電機等の資機
材・物資の確保、応援協定締結
・県による物資確保、応援協定締結

(継続)
・県・市町における資機材、備蓄物資の確保
・市町による非常用発電機等の資機材・物資の確保、応援協
定締結

断水対策 ○

・日本水道協会広島県支部に対し、
各水道事業者（市町及び水道企業
団）が応援要請をする体制
・民間との協定締結（飲料水：20
社）
・飲料水の備蓄（市町）

短期
・民間との協定締結の拡充（検討）
 （飲料水）

(継続)

・断水エリアの早期把握のため、各水道事業者が重要給水施
設に位置付けている施設への浄水場からの配水フローの確認
《再掲》
・災害時における給水支援スキームに係る関係機関（自衛隊
等）との共有《再掲》

在宅避難者等
【危機管理課・疾病
対策課・医療介護政
策課・食品生活衛生
課・地域共生社会推
進課】

停電対策 ○

・在宅人工呼吸器装着者情報共有シ
ステムにより患者情報を共有し、停
電や災害に対応する（難病対策セン
ターに委託）

(継続)

・中国電力ネットワークや市町消防との連携強化

・医療依存度の高い患者に対する個別支援計画の策定支援

・国、他自治体の動向把握を行いながら、本県における在り
方を検討

断水対策 ○

・災害時の井戸水活用について、各
市町へ周知を実施
・日本水道協会広島県支部に対し、
各水道事業者（市町及び水道企業
団）が応援要請をする体制

(継続)

・井戸水の活用状況調査を実施し、市町へ活用の呼びかけの
実施
・断水エリアの早期把握のため、各水道事業者が重要給水施
設に位置付けている施設への浄水場からの配水フローの確認
《再掲》
・災害時における給水支援スキームに係る関係機関（自衛隊
等）との共有《再掲》
・日本水道協会広島県支部の防災訓練への参加《再掲》

介護等
サービス

○
・要配慮者の移送手段の確保（バス
協会・タクシー協会等との協定）

(継続) ・医療機関や施設等への搬送手法の拡充検討
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                     ７．ライフライン途絶時の対策（保健・医療・福祉）（２／２）

細目 現状の取組等 今後の取組（案）

社会福祉施設
【医療介護基盤課】

○

・災害に備えたライフラインの点検などについ
ての事務連絡を行い、防災対策の徹底を依頼
・BCPの策定支援
・施設ごとの被災状況は市町→各主管課→調整
本部へ情報提供される伝達経路を活用し、必要
な支援を実施
・災害時情報共有システムの活用の周知

(継続)

・引き続き、社会福祉施設の防災対策の充実を呼びかけるとと
もに、施設設備整備に係る補助を実施《再掲》

・運営指導の機会を通じたBCP策定支援及び、BCPに基づく運
営体制強化、備蓄等の促進《再掲》

・被災状況の伝達経路の周知徹底《再掲》

・災害時情報共有システム活用の周知徹底《再掲》

医療機関
【医療介護基盤課、
健康危機管理課】

○

・医療機関に対し、診療継続に必要な非常用自
家発電機の整備、燃料の備蓄等を含めた必要な
防災対策を求めるとともに、施設設備整備に係
る補助を実施《再掲》

・医療機関へのBCP策定支援 《再掲》

・施設ごとの被災状況は広島市・福山市・呉市、
保健所→各主管課→調整本部へ情報提供される
伝達経路を活用し、必要な支援を実施

・関係機関の協力を得て、給水、燃料供給の支
援を実施

・DMAT等の支援を受け、災害拠点病院等を拠
点として、患者搬送調整等を実施

(継続)

・引き続き、医療機関の防災対策（浸水対策等）の充実を呼び
かけるとともに、補助金活用を周知し、施設設備整備に係る補
助を実施《再掲》

・研修等の機会を通じたBCP計画策定及び備蓄等の促進《再
掲》

・被災状況の伝達経路の周知徹底《再掲》

・給水、燃料供給の支援に関する訓練実施

・病院支援訓練等の機会を通じ、関係機関との連携強化
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８．広域避難先の確保・支援                     

細目 現状の取組等 今後の取組（案）

広域避難先・移動手段の
確保
【危機管理課・健康危機管
理課・地域共生社会推進
課】

○

・要配慮者用のホテル・旅館等の確
保（県生活衛生同業組合連合会との
協定）

・要配慮者の移送手段の確保（バス
協会・タクシー協会等との協定）
《再掲》

・民間旅行代理店との協定締結によ
る宿泊先や移動手段の確保

短期
・宿泊先や移動手段の確保要請に係るマニュアルの作成・共有

・広域避難先として活用可能な県有施設等のリスト化

中長期
・広域避難に関するマニュアルの作成

・広域避難訓練の実施検討

広域避難先でのサービス
提供
【危機管理課・地域共生
社会推進課・健康危機管
理課】

○

・保健師等が避難者の体調等を把握
し、市町やDMAT等を連携し、必要
な場合は広域的な避難も含めて搬送
を実施することとしている。

中長期
・広域避難先の避難者の健康状態を把握、共有できるシステム構築
の検討

(継続)

・災害ボランティア等の人材活用に係る市町社会福祉協議会等との
連携方策の検討

・国による保健師等広域応援派遣調整を活用して速やかな応援要請
を行い、広域避難先における健康管理体制を構築

・自治体をまたぐ避難の場合、避難先自治体へ健康状態を含めた情
報引継を行う体制の確保

広域避難によるリロケー
ションリスクの軽減
【危機管理課・健康危機管
理課】

○

・環境変化に伴う健康状態の悪化対
策（話し相手がいない、コミュニ
ティから離れる）等について特に定
めがない

(継続)

・平時から受けていたサービス等の情報を広域避難先の支援団体と
共有できる仕組みの構築
・近隣や自治会等のコミュニティ単位を同一の避難先とするなど、
日常生活から大きく変わらない環境を整備すること等を検討
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９．物資の調達・輸配送                  

細目 現状の取組等 今後の取組（案）

民間企業等との連携体制
【危機管理課・健康危機管
理課・商工労働総務課・経
営革新課】

・広島県トラック協会等と災害時の物資
配送に関する協定を締結
・物資の輸配送訓練の実施
・民間企業との物資調達に関する協力協
定の締結
・災害時における市町の物資輸送体制な
どの状況把握
・県内市町と協定締結可能な民間事業者
リストの作成

短期 ・民間企業との協定締結の推進

中長期 ・民間企業との訓練等の実施支援

(継続) ・大規模災害発生時を想定した物資の輸送訓練の実施

孤立集落への支援体制
【危機管理課】

・孤立集落が通信手段を確保し、必要な
物資支援等を受けることができるよう、
ドローンを活用した物資輸送訓練及びス
ターリンクを活用した通信確認訓練を実
施

・衛星携帯電話を県内に77台配置

・孤立化する可能性のある集落数等の調
査を実施（県内1,114集落）

短期

・孤立集落対策に関するタイムラインや関係機関の役割分担
等を整理した指針の作成

・中国電力NWから供給される詳細な停電エリア情報を県防災
情報システムと連携させることで、停電の可能性のある避難
所や孤立集落等を早期に把握する仕組みの導入（検討）

中長期

・郵便事業者や新聞事業者と連携した孤立地区を早期に把握
する体制の構築の検討

・県防災ヘリを活用した物資輸送訓練の実施
・集落内の状況が速やかに把握できる体制の構築及び関係機
関との情報共有方法の検討

(継続)

・孤立化する可能性のある集落の把握および定期的な時点更
新

・発災後の孤立集落の把握に係る市町や関係機関の初動対応
の役割を整理し、物資輸送マニュアルの改定や訓練の実施

・ドローンを活用した物資輸送訓練及びスターリンクを活用
した通信確認訓練の継続実施による実効性の向上

アクセス途絶による備蓄
物資供給体制
【健康危機管理課・危機管
理課】

・県備蓄物資を広島市(民間倉庫)及び三
原市(県拠点施設)に分散備蓄している

(継続) ・道路寸断等を考慮した新たな物資備蓄拠点の確保の検討
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10．道路啓開                   

細目 現状の取組等 今後の取組（案）

道路啓開
【技術企画課・道路
整備課】

・建設業団体と災害協定を締結（H25）
 広島県管理公共土木施設の応急工事の実施に関
する協定
・建設産業ビジョン2021策定
 災害対応力の充実・強化を柱の一つに位置づけ
・「大規模災害時の協力建設事業者登録制度」の
創設（R4）
 建設業団体会員以外の事業者も対象に、県・市
町の枠を超えた応急工事等の実施体制を整備（登
録事業者には入札参加資格認定で加点）
・広島県道路啓開計画（R6.7）策定
 迅速な道路啓開の実施体制の整備

中長期
・「大規模災害時の協力建設事業者登録制度」の課題検証及
び制度の見直し

(継続)
・「大規模災害時の協力建設事業者登録制度」による協力事
業者の募集
・建設業団体との災害協定の締結・連携強化（充実）
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11．災害廃棄物                 

細目 現状の取組等 今後の取組（案）

廃棄物の処理
【循環型社会課】

・県災害廃棄物処理計画及び災害廃棄物初動マ
ニュアルを策定し、市町や関係団体に周知
・市町を対象とした災害廃棄物処理計画、災害
廃棄物初動マニュアル策定支援を行い、全ての
市町において策定済。
・仮置場の確保・運営を含めた災害廃棄物処理
体制の確保を目的とし、毎年度、市町等を対象
とした研修・実地訓練等を実施しており、その
中で災害廃棄物の分別と仮置場への搬入ルール
の検討、広報資料の作成訓練を実施

(継続)

・県地震被害想定の改訂を踏まえた県災害廃棄物処理計画
の見直し《拡充》
・災害廃棄物初動マニュアルや一次仮置場の設置運営に係
る手引きの周知・見直し
・関係団体が連携した災害廃棄物訓練・研修及び意見交換
の実施
・市町における災害廃棄物の分別方法や仮置場への搬入
ルール等の確認・周知に係る支援の実施

公費解体の実施体制
【循環型社会課】

・能登半島地震に係る公費解体職員派遣支援を
踏まえた課題検証
・市町等を対象とし、公費解体対応準備に係る
研修等の実施

短期
・災害廃棄物及び公費解体に係る支援団体（社会福祉協議
会）等へのヒアリングを実施

(継続)

・国の公費解体に関する方針等を踏まえ、発災時に市町が
速やかに公費解体・撤去を行うことができるよう、市町の
課題に応じた支援の実施
・ヒアリング結果を反映した訓練・研修の企画・実施

し尿の収集・処理体制
【循環型社会課】

・民間関係団体と協定締結
・県災害廃棄物処理計画の策定・周知
・市町、関係団体を対象とした災害廃棄物研修
等の実施

(継続)
・災害廃棄物研修等の実施による連携体制の再確認
・近隣し尿処理施設での受入調整の手法に係る検討
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12．住まいの確保                 

細目 現状の取組等 今後の取組（案）

住宅の耐震化
【建築課】

・住宅の耐震化に係る県と市町の協調
補助制度を創設して、県民へ直接的な
働きかけを実施

短期 ・県民が住宅の耐震診断に着手しやすい環境の整備を検討

(継続)
・市町協調補助制度創設市町の拡張（現状18市町→目標23市町）
・耐震改修工事実績一覧表の作成・公開、住民への啓発
・広島県耐震改修促進計画の見直し（第４期計画の作成）

仮設住宅用地の確保
【住宅課】

・広島県応急仮設住宅建設マニュアル
の改訂（R7.2）

・建設候補地リストの作成・更新（年
１回） 

・会議等における災害時の対応及び建
設候補地の選定についての説明

中長期 ・市町単位での仮設住宅建設候補地の確保

(継続)
・広島県応急仮設住宅建設マニュアルの見直し
・広島県応急仮設住宅建設マニュアルの選定フローに基づく建設候補
地選定の徹底

仮設住宅の整備
【住宅課】

・協定締結団体の標準仕様を基本とし
て、実情に応じて協議のうえ仕様を決
定している

(継続)
・協定締結団体と連携した他自治体の事例の収集や地域の実情に応じ
た計画の作成
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13．災害対策本部の機能強化                     

細目 現状の取組等 今後の取組（案）

関係組織との連携
【危機管理課・健康危機管
理課・地域共生社会推進
課・県民活動課】

・保健医療福祉調整本部と災害対策本部の
連携した運営訓練を実施（Ｒ４～）

短期

・県災害対策本部事務局と、各支部、保健医療調整本部等との
連携調整を担う被災者支援チーム（仮称）の設置【再掲】
・県災害対策本部事務局と各支部、保健医療調整本部等の関係
組織の災害対応を時系列に整理した上で、災害対応訓練を実施

・事案に応じて専門的に対応する被災者支援専門チームの設置
検討（トイレ対策チームなど）

・災対本部事務局と保健医療福祉調整本部と連携強化を図るた
めのWEB会議システムの導入検討【再掲】

中長期 ・ボランティア受入訓練の実施

(継続) ・行動マニュアルの作成、本部間の連携確認訓練の実施

初動体制の確保
【危機管理課】

・受援計画の作成、受援訓練の実施
・地震初動対応訓練の実施
・初動対応手順マニュアルの作成

(継続)

・継続的な訓練実施・受援計画等の見直し

・初動対応マニュアルのオンライン化

・市町受援訓練、初動対応訓練の支援

応援職員の受入場所
【危機管理課】

・受援計画に応援機関の受入先を規定
・災害対策運営要領に災対本部事務局のレ
イアウトを規定

短期
・県庁内で活用可能な会議室や駐車場の確保

・内閣府と連携した国応援職員受け入れ訓練の実施

(継続) ・災害対策本部事務局のレイアウト設置訓練の実施

夜間・休日等における
参集体制の確保
【危機管理課】

・初動参集図上訓練及び本部事務局設営訓
練の実施

中長期 ・検証を踏まえた初動対応手順書や災害対策運営要領等の改正

(継続) ・実働による初動参集訓練及び本部設置訓練の実施《拡充》

複数の通信手段の確保
【危機管理課】

・総合行政通信網の整備
・衛星携帯電話を県内に104台配置
・スターリンクの導入及び孤立可能性集落
における通信確認訓練の実施

(継続)

・スターリンクを活用した通信確認訓練の実施

・通信途絶時の情報共有・手順確認（大手キャリアと連携）

・県職員用に「公共安全モバイルサービス」の導入 

職員の健康管理
【総務課・人事課】

・ストレスチェック及び保健師による面談
の実施

・時間外勤務の多い職員に対する産業医面
談の実施

中長期 ・職員の健康管理に係る業務のデジタル・システム化の検討

(継続) ・実施手順等の事前確認
・ストレスチェック及び健康管理に関する各面談の実施
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14．NPO・民間との連携                     

細目 現状の取組等 今後の取組（案）

民間企業との連携体制
（物資輸配送、避難者や
応援職員等の宿泊先・移
動手段の確保、避難者へ
の食事の提供など）

【危機管理課】

・物資の提供に関する協定の締結

・緊急輸送車両の確保に関する協定の締
結

・みなし仮設住宅の借上げ

・県内市町と協定締結可能な物資輸配送
を行う民間企業リストの作成 

・民間旅行代理店との協定締結による宿
泊先や移動手段の確保 など

短期
（物資輸配送）
・県内市町と協定締結可能な民間事業者リストに基づく、民間企
業との協定締結や訓練等の支援

(継続)

（物資輸配送）
・民間企業との協定締結の推進

（被災者の生活支援）
・災害時に活用可能なキッチンカー等のリストの活用

ＮＰＯ・災害ボランティ
アの受入・連携体制
【危機管理課・地域共生社
会推進課・県民活動課】

・ひろしまNPOセンターや社会福祉協議
会と連携した、災害時の会議体構築につ
いての調整

・市町の災害ボランティア等の受入れ体
制等についてのアンケート調査の実施

・福祉避難所での学生ボランティア協力
に関する協定を県内看護系学科設置の大
学と締結（福祉的支援ボランティア）

短期 ・市町へ福祉的支援ボランティア制度を周知

中長期 ・ＮＰＯ等から過去の災害対応経験から得た知見等のくみ取り

(継続)

・福祉的支援ボランティアの活用訓練の実施

・県・市町職員向けのNPO・災害ボランティアの役割や受け入れ
体制について理解を深めるための研修の実施

・各市町と災害時中間支援組織等との連携強化に向けて、ひろし
まＮＰＯセンターとともに必要な支援を実施

停電からの復旧
【危機管理課】

・中国電力と災害時における停電復旧等
のための相互協力に関する協定を締結し、
電力の早期復旧に係る連携・協力体制の
構築

(継続) ・事業者や市町と情報連携や倒木対応に係る訓練実施を検討
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15．人材育成                     

細目 現状の取組等 今後の取組（案）

大規模災害時に迅速的確
に対応できる防災人材の
育成（行政職員）
【危機管理課】

・大雨災害を想定した全庁的な災害対策
本部運営訓練の実施等

・防災に関する基礎的な知識やスキルの
習得を目的とした防災人材育成研修の実
施（R4～）

・県・市町共同で能登半島地震に係る応
援派遣（R6）

・防災人材の育成等を目的とした県・市
町の交流人事の実施（R4～）

・「防災職」の採用（R6～）

・県・市町共同で防災人材を確保・育成
するための仕組みとして「県・市町防災
人材協議会」を設置（R7.3～）

(継続)

【県・市町防災人材協議会で実施する事業】

（研修・訓練等事業）
 「防災担当部署の職員（防災専門人材）」及び「防災担当部
署以外の職員（防災基礎能力のある人材）」に応じた体系的な
研修・訓練メニューを県・市町共同で構築
 ※被災者支援や男女共同参画の視点を取り入れた災害対応
  に関する研修も実施

（相互応援体制構築事業）
 大規模災害発生時の県や市町間の相互応援体制強化に係る仕
組みづくり

（その他）
 防災施策に係る調整・情報共有等、目的を達成するための事
業の実施等

＜主な取組内容＞
（研修・訓練等事業）
 ・災害マネジメント能力の高い人材の育成
  研修・訓練の受講により災害マネジメント総括支援員等
 の登録者数の増加を図る【R7～】
 ・個別業務に的確に対応できる人材の育成
  住家被害認定・罹災証明の発行業務など、個別業務に精
 通した人材の育成するための研修・訓練の実施《拡充》

（相互応援体制構築事業）
 ・県・市町共同で、県内外の自治体に応援派遣する場合の
 仕組みづくりに着手【R7～】
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16．西日本豪雨災害等の災害関連死の研究

細目 現状の取組等 今後の取組（案）

西日本豪雨等の災害関連死の
研究

（参考：県内災害）
 平成26年大雨災害
 直接死74人、
 関連死３人
 平成30年7月西日本豪雨
 直接死109人、
 関連死44人
【健康危機管理課】

○

災害関連死の発生状況等の要因分析

◆ 内閣府
 災害関連死事例集（令和５年５月内閣府、令和元～３
年度に審査された事例）
【年齢】
 70歳以上が約８割
（60歳代まで含めると９割超）

【災害発生から死亡までの期間】
 ３か月以内が約６割

【主な要因】
・避難生活の肉体的・精神的負担
・電気、ガス、水道等の途絶による肉体的・精神的負担
・医療施設・社会福祉施設等の機能低下

◆ 県内災害(平成30年西日本豪雨)
 災害関連死事例集と基本的な要因は大きく変わらない
が、土砂災害の片づけ作業による体調悪化も多い傾向。

◆ 令和６年能登半島地震
 直接死228人、関連死428人
 （令和７年９月３日現在）

(継続)
○能登半島地震における災害関連死の発生状
況等や専門家の意見を踏まえて、更なる被災
者支援対策の強化を検討
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17．自助・共助の強化                     

細目 現状の取組等 今後の取組（案）

○みんなで減災「県民総ぐ
るみ運動」の展開
【みんなで減災推進課】

・平成27年3月に｢災害死ゼロ｣を目標
に掲げた｢広島県『みんなで減災』県民
総ぐるみ運動条例｣の制定

・平成27年10月｢広島県『みんなで減
災』県民総ぐるみ運動行動計画｣の策定

 →｢知る｣｢察知する｣｢行動する｣｢学ぶ｣
｢備える｣の5つを行動目標を掲げ、県
民，自主防災組織，事業者，行政等が
一体となった運動を展開

・令和3年1月第2期行動計画の策定

 →社会情勢の変化や平成30年7月豪雨
などの災害の教訓を踏まえ改定

短期

・第３期行動計画の策定（令和８年６月予定）

 これまでの県民総ぐるみ運動の基本理念（県民自らの判断に
基づく｢命を守る行動の実践｣や、地域ぐるみで安全を確保する
行動をとっていただくことで「災害死ゼロ」の実現すること）
をベースとしつつ、これまでの取組の振り返りや社会情勢の変
化などを踏まえ検討。

(継続)

○避難行動の実効性を高めるため、避難の準備行動ができてい
る人の割合を高めていく

＜主な取組内容＞
・避難、滞在をイメージできる情報を発信するため、市町にお
ける避難所の設備環境等の情報発信項目を整理し、県HPで提供
・教育委員会と連携して、マイ・タイムラインを活用した小学
校等での防災出前講座を実施するとともに、中学校向けの防災
eラーニング教材の活用を促進
・簡易に作成できるLINE版マイ・ライムラインの更なる普及促
進
・教育委員会と危機管理監が連携して、全県民と対象とする、
一斉防災教室、一斉地震防災訓練を実施。学校や、企業、県民
総ぐるみ運動推進会議の構成団体、包括連携協定締結企業等に
対して、参加を働きかけ、学生や従業員の参加を促進
・多くの県民が日常的に訪れるスーパー、ホームセンター、家
電量販店などの協力を得て実施する「備えるフェア」において、
ポスターやチラシ等により、家具の固定、非常持出品や備蓄な
どの備えの必要性を啓発
・自主防災組織による避難の呼びかけ体制の構築・実践とマ
イ・タイムラインの作成を一体的に進めるため、「地域防災タ
イムライン」を活用した住民避難訓練等による実践的な取組を、
市町、自主防災組織等と連携して取り組む
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第４回検討会　議事要旨

委員 発言要旨

久保委員 ○「防ぎ得た死」という言葉のイメージが、多くの方と共有できるのかというと、少し説明が必要になるかなと思う。

○広島県においては、災害関連死も防ぎ得た死の一部としてとらえて、より積極的に、早い時期から対応していくんだと
いうような示し方・見せ方もあると思う。
○「防ぎ得た災害死」というのは、災害医療体制をとっていれば、医療がきちんと機能していれば防げただろうというも
んで、DMATや災害拠点病院などのある種原動力になっている強い言葉である一方で、どちらかというと提供者側の痛
切な思いが強調され過ぎてるかなという部分は確かにあると思う。

そういう意味で「防ぎ得る死」というように、前向きでひとり一人の主体が何をすれば防げるんだろうかということを考
えるきっかけとなり、課題・原因は何なのかをそれぞれで考えてもらい、頑張れたら防ぎ得るんだという投げかけにして
いくのは大変重要かつ効果的だと思う。過去形にすると遺族の方にとって酷というのはあるが、実際全員は救えないので、
そういった覚悟を持っていただくことも含めて防ぎ得るというような今後の形であれば、それぞれの主体の方に考えてい
ただく１つのきっかけにしていけるキーワードになっていくと思う。
○災害医療領域では、納得できず亡くなるということは大きな問題となっており、「悲惨な死」と整理され始めている。

見知らぬ地でお看取りの家族がないまま亡くなってしまう事例があるなど、広域避難を行った結果、むしろ悲惨な思いを
させてしまったのではないかということもあり、今後はそこも考えていかなければなれないとう風潮になっており、むし
ろそういったところに向き合うことが、オール広島、今後の姿になっていくように思う。

○これをどう市町や県民、民間の方とも共有していけるのかというキーコンセプトをもう少し工夫して、オール広島でや
る、或いは、国との連携に繋がってやっていくという見せ方が、非常に重要になる。

具体的に何をやるかとは違ったところだが、その最後のブラッシュアップ、それぞれが遠因は何かを考えるような投げか
けが、本委員会の最終的なアウトプットとして、大変重要になってくると思う。

平山委員 ○「防ぎ得た死」への対策として、言い方は悪いが、発災直後は生き残っでも、その後納得できずに亡くなってしまう方
をどう減らしていくのかという概念を示すことが大切。

○今後検討すべきは、短期・長期、継続してこれからやるべきことをどのレベルまでやれば、防ぎ得た死の対策にどう繋
がっていくのか、逆に言うと、災害関連死ゼロを目指すためには、絶対にこれだけは達成しないといけないものは何なの
かという整理をすることがとても重要。

○継続する取組は、今までどこまでできてどれだけ効果があったかといったことを、各部局とやりとりをして今後の整理
につなげていくことが重要。
○「防ぎ得た死」は、元々医療（分野）で出てきている概念であり、県のと対策の中に取り入れて県全体として取り組む
という意味でも、「防ぎ得た死」という概念について、全員が共通の認識で議論していくことが必要だと思う。



/Hiroshima Prefectural Government

　

第４回検討会　議事要旨

委員 発言要旨

平山委員 ○今日の資料は、今後の広島県の取組と理解するとすごく納得できるが、市町や国が何をするのか、県のこの防災対策に
そこまで書き込めるのかというジレンマがあったとは思うが、県全体で（各主体が）どう取り組んでいくのかを示すこと
も大事なことだと思う。

奥村委員 ○防ぎ得た死という言葉は、ご遺族には酷な表現。ご遺族に配慮して、生活環境の改善や医療福祉の支援によって防げる
関連死はあると思うので、そこに焦点を絞って、県として関連死を限りなくゼロに近付けていくために取り組んでいくと
いうメッセージであればいいと思う。

○逆に、生活環境の改善や医療福祉支援の充実によって回避できない死は、県民運動として何かやるとしても防ぐのは難
しい。関連死に対する取組を行政がやると言ってしまうと、その時点で他の主体を巻き込むことは難しくなってくる。行
政がこれだけ頑張るんだと言えば言うほど、関連死をゼロにするのは難しくなっていく。

○短期的・中長期的な県の取組を書くことは素晴らしいことだと思う一方で、県（行政）がやることを宣言するのではな
くて、様々な主体が、私たちはこういうことをやるんだということをはっきりと示すべきだと思う。いろんな関係者がそ
の課題に対して、どうアプローチできるかを考えてもらうことが大事。

○何を対策としてやっていくべきかを共有するのではなくて、何が関連死に繋がっているのか、遠因となっているのかと
いうことを共有することが必要。それに対して県はこうするが、様々な立場の人に対して課題を共有した上で、どんな解
決策で自分たちが取り組めそうかということを考えるきっかけを共有することが重要。

○行政としてこうするということを宣言するよりかは、こういうことが起こってるんだということを示していくというこ
とが、実は最も大事なことなので、その姿勢をもっと前面に押し出せるといい。

○防ぎ得た死という表現を一度検討してもらいたい。また、行政がこうしますということを一生懸命言えば言うほど他は
やらなくなるので、何が課題かをまず共有し、それに対して行政としては、現時点ではこういうことをしようと考えてい
るというのは示すが、各主体が何をするべきか、何ができそうか考えてみてもらえるような最終報告書が望ましい。県民
全体で取り組める環境を整えることこそが、この委員会として最も大事。

竹本委員 ○防ぎ得た死は、課題がわかっているが、何も手を打たずに繰り返し起こしてしまうようなことは避けるべきという、県
民に対する県からのメッセージと解釈した。誰も手が打てない、手を打ってなくて繰り返してしまうということを防ぎた
いという形でメッセージにすると、いろんな方々の心に響くと思う。

○被災者支援のフェーズは、要配慮者も含む多様な全ての被災者が、日常を取り戻す過程であるため、日常を取り戻すの
であれば、日常のすべての部署が関係課になる余地があると思う。男女共同参画で言えば、女性の視点は、日常を取り戻
すのであれば不可欠だと思うが、今の県または市町の男女共同参画課ないしは男女センターがちゃんと災害対応に割り当
たってるのかが気になった。
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第４回検討会　議事要旨

委員 発言要旨

竹本委員 ○災害ケースマネジメントという文言が見当たらなかったので入れるべき。

○個別避難計画の策定は進んでいるが、避難した後の生活について、ひとり一人重層的に支援していくような仕組みを
作っていくということや、福祉関係・医療関係などのいろんな方々のネットワークを構築するといったことをやってはど
うか。この防ぎ得た死への課題を繰り返さないために、本当に各主体者が実行できているのか、県として支援できている
かが、今後の課題になってくると思う。
○先進的な取組や新しい研究成果等を常にキャッチアップし、県全体に情報提供するような体制や、取組の進捗を管理す
る体制を整備することが必要だと感じた。

紅谷委員 ○「防ぎ得た死」は、おそらく「防ぎえなかった死」もあって、発災後３日くらいを基準に考えると、いわゆる直接死は
防ぎ得なかった死で、その後の関連死は防ぎ得た死だという言葉遣いになるのかなと思う。ただ、直接死と関連死をどう
分けるのかということとも関わってくるが、個人的には直接死であろうが関連死であろうが、死は防がなければいけない
と思う一方で、今回県が関連死に焦点を当てたのは、直接死対策に比べて、関連死対策が不十分なので、関連死に焦点を
当てたということもあると思う。そういう意味では、今回は関連死を中心に扱うという整理でいいのかなと思う。

○「防ぎ得た死」という表現がご遺族の方に厳しいという印象はあるので、「防ぎ得た」という過去形にしてしまうと、
本当に防ぎ得たかどうかはわからないので、「防ぎ得たかもしれない死」というのが表現としては正しいと思う。

○スローガンとして言うのであれば、「防ぎ得た死」という過去系ではなくて、「防ぎ得る死」（将来の災害に対して防
ぎ得る死は防ぐ）というようにすると、過去の災害のご遺族の方に対しても少し優しくなり、我々の今後の思いなんだと
いう意味ではいいと思う。
○災害後の連携や情報共有は、災害後に急にやろうとしても難しいので、平時から連携・共有しておくことが大事。

○DWATのロジスティックスについての指摘があったが、各チームの活動のところにロジのことが書かれていなかった
ので、県や市町などの自治体が、サポートして準備をするようなことが明確に書かれていてもいいと思う。

○医療福祉の専門家や関係者の方への研修・人材育成も大事。相談支援専門員などへの教育も大事だと思うのと、男女共
同参画だと、自治体の女性職員の比率や防災担当の職員の女性比率を高めるという話もあってもいいと思う。

○関連死予防でいうと、保健師のローラー作戦が非常に大事になってくるので、保健師の受け入れに関する受援計画を作
り、市町レベルで保健師を受け入れたローラー作戦をどう進めていくのかを、県も含めて普段から考えておく必要がある。

○建設業の道路啓開の登録制度はすごくすばらしいと思うが、これが道路啓開だけのようには見える。応急修理の話でも、
例えば、住宅補修をやるような事業者の登録制度を作り、耐震改修促進工事の登録業者が登録した方は、災害の応急修理
に関しても協力してもらうというような形で、災害前の耐震改修と事後の応急修理はセットでやるといいと思う。

○県内市町の相互応援制度は、西日本豪雨のようにたくさんの市町が被災すると難しいが、災害の種類によってはすごく
効果的なので、災害対策本部のところにあってもいいと感じた。
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紅谷委員 ○県民総ぐるみ運動については、関連死ではなくて災害死ゼロということで、直接死対策が多いのかなという印象を持っ
たので、この運動の中に関連死対策をさらに追記した方がいい。

例えば、難病疾患の患者については、医療器具の予備バッテリーや発電の準備率を100％にするとか、経済被害の削減
のために企業のBCP策定率100％を目指すといった県民の達成目標や、共助においても、地域の避難訓練や防災訓練の
要配慮者の参加率を高めるとか、介護サービス事業者と医療機関との平時からの連携を進めていくであるとか、行政では
なくて、企業や病院とか、介護サービス施設や市民の方にやって欲しい内容は、こちらの中に入れるのがいいと思う。

○災害後も頑張るためには、心の問題も大きい。例えば、文化・芸術や人の繋がり（心のレジリエンス）についても、県
民が災害からの復興を目指して歩んでいける、そういう気持ちを前向きに持たしていくようなこともすごく大事。

部署で言うと、芸術・文化・教育・スポーツのようなところも関係があって、がんばろう神戸のようなキャンペーンが人
の心を支えて、関連死を減らしたとか、自殺を思いとどまったとか、そういうこともあるかもしれないので、広島県民の
心をどう支えていくかというようなこともあってもいいと思う。

明城委員 ○これまでの教訓をもとに、考えられるあらゆる手段を尽くすということが現れており、スフィア基準の中にも、被災者
の苦痛を軽減するためにはあらゆる手段を支援者は作らないといけないということにも繋がると思う。
○目指す姿の共有で、産官学となっているが「民」という一文字を入れてもらえるとよい。

○在宅について、暑さ・寒さ、トイレというのは、避難所と同じように課題があり、特に、暑さ・寒さというのは関連死
にも直結する問題だと思っている。例えば、エアコンのない状態で、壊れた家に住み続けている人がかなりおり、制度だ
けでは個人宅のエアコンを提供するのは難しかったりもするが、じゃあどうやってそこの関連死をなくしていくのかとい
うようなところは漏れがちなので、在宅の生活面をどう書くのかは検討すべき。

○広域避難も行政のアレンジで市外、県外に移る方もいれば、自主的に県外に避難される方もいるので、自主的に県外等
へ広域避難された方への対応も考慮した方がよい。

○NPOなどからの過去の災害対応経験から得た知見等のくみ取りを記載しているが、被災者がどういう状況に一番スト
レスを感じていたのか、困っていたのかなどを、実際に支援を経験した人から聞くということは、非常に大事だと思う。

○廃棄物関連でのNPOからの聞き取りについては、様々な領域で活動しているNPO等へ幅広に、仮設住宅でどういうこ
とで困っていたのかということを聞き取ってほしい。例えば、仮設住宅も（これまでと）同じように建てると、同じよう
な困り事が起きてしまうが、住んだ後にどういう困りごとがあったのかということまで反映して次の計画に組み込めると、
繰り返し起きるようなことが少なくなると思うので、NPOだけに限らず、住民に直接接した支援者からのくみ取りはす
ごく大事になると感じた。


